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岡障第３０６０１号  
令和８年３月１２日  

 
岡山市内障害福祉サービス等事業所 各位 

 
岡山市障害福祉課長  

 
 

岡山市役所公式ＬＩＮＥによる障害者向け情報の公開、及び岡山市障害者自立支援協議会 
ホームページ「え〜んじゃネット」への事業者情報の空き情報の設定について（依頼） 

 
 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 さて、本市では、岡山市役所公式ＬＩＮＥの「障害者向け情報」から、各種の福祉施策の概要やサー
ビス窓口、事業者情報等を誰もが簡易かつ迅速に閲覧・検索できるようにしております。 
 検索機能のうち、事業所情報については、岡山市障害者自立支援協議会ホームページ内「え〜んじゃ
ネット」へ接続しております。 
 つきましては、市民の方に的確な事業者情報を提供するため「え〜んじゃネット」への貴事業所情報
の掲載・更新を適切に行っていただくようお願いします。 

なお、令和８年度からは「事業所の空き情報」についても登録していただくようにお願いします。 
 
☆「事業所の空き情報」追加のメリット 
 ・利用者が確認しやすい 
 ・事業者の負担軽減（問合せ対応等） 
 
 

【担当】 
岡山市障害福祉課  課長補佐 安井 

           福祉係  都知木 
           管理係  栗尾 
           就労・自立支援係 藤井 
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 
℡：086-803-1236 Fax：086-803-1755 
E-mail：hukushi@city.okayama.jp 
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事業所各位 

岡山市障害者自立支援協議会  

 

お願いとお知らせ 

 岡山市障害者自立支援協議会の活動につきまして、日頃よりご協力いただき感謝申し上げます。 

 さて、岡山市障害者自立支援協議会のホームページ（通称：え～んじゃネット）につきまして、お知

らせとお願いがございます。 

え～んじゃネットの事業所情報の更新を事業者の皆様に直接行っていただける仕組みに変更い

たします。事業所の空き情報や事業内容の変更等につきまして、タイムリーな情報発信が行えるよう

になります。利用者の皆様に、より精度の高い情報をお届けできると考えております。 

下記の URL にアクセスいただき各事業所のログイン名及びパスワードをご確認ください。これは仮

ログイン名・パスワードになりますので、セキュリティ保護のためチラシの裏面にあります手順に従っ

て、ログインしていただき、各事業所のログイン名及びパスワードの変更をお願いいたします。 

なお、仮ログイン名・パスワード変更期間が決まっております。お手数ですが下記の期間中にアク

セスしログイン名及びパスワードの変更をお願いいたします。 

【URL】 https://okjiritsushien.com/2013 

【 URL へのアクセスおよびログイン名・パスワード変更期間 】  

2026 年 3 月 12 日（木）8：30～2026 年 3 月 31 日(火)17：00  

（新規事業所につきましては、え～んじゃネットの新規フォーム申し込みにアクセスをお願いいたし

ます。） 

問合せ先 

岡山市障害者自立支援協議会 広報部会 

問い合わせ窓口：  

〇地域活動支援センターばる・おかやま   

Tel：086-201-1720  Mail: eenjanet.okayamajiritsu@gmail.com 

〇ひらた旭川荘地域活動支援センター 

  Tel：086‐245‐7361 Mail：yokoyama.n.psw@asahigawasou.or.jp 
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R8.3
障害福祉課
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障害児入所施設、障害児通所支援事業
居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所
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※具体的な手続き方法は、今後こども家庭庁から出るマニュアル参照。

対象事業者に対し、手数料を
補助予定（補助額３万円）
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※具体的な手続き方法は、今後こども家庭庁から出るマニュアル参照。
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こども家庭庁のHPにガイドラインがあります。
ガイドラインには認定前後で必要なこと等が記載されているので、
認定を申請される場合は申請前に必ず確認してください。

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
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